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1 埼玉県事業者オンライン申請サービスご利用の流れ
1.1 はじめに
埼玉県事業者オンライン申請サービスは、埼玉県あての各種申請手続
についてオンラインで実施するものです。
本マニュアルでは、申請手順を簡易的に示しています（以下の図の②
③）。各種申請に関する詳しい手順は詳細版を御確認ください。

■ ご利用の流れ
埼玉県事業者オンライン申請サービスのシステム（以下「本システ
ム」といいます。）ご利用の流れは以下のとおりです。

埼玉県事業者オンライン申請サービスご利用の流れ

1 ユーザー登録

2 申請書提出

申請書承認確認

本システムを利用するには、
ユーザー登録が必要です。

ポータル画面からログインして
本システムを利用します。

申請書を作成し、提出します。

必要に応じてチャットによる事
前相談が可能です。

提出した申請書が承認されてい
ることを確認します。
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2 申請手続
2.1 申請手続の選択
申請手続は、ホーム画面から作成したい申請書を選択します。

左側 - 申請カテゴリ ／ 右側 - 申請書作成のためのボタン
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中略

※難病指定医療機関の画面

※難病指定医の画面



2 申請手続
2.2 申請書作成方法（1/6）
申請種別毎に入口が異なりますので、該当する申請手続きを選択し
ます。

① 該当する申請手続きを選択します。
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※難病指定医療機関の画面

※難病指定医の画面

※難病指定医の変更届出に関しては、「所属病院が変更になった場
合」のみ選択する入口が異なりますので、注意が必要です。



2 申請手続
2.2 申請書作成方法（2/6）
以下のイメージ図は難病指定医療機関のものを示していますが、難病
指定医も基本的な操作概要は同様になります。

② 作成方法を選択します。

5

「過去申請参照」：過去に承認された申請書の内容を一部自動引
用して申請を行うことができます。入力の手間を軽減して申請
書を作成することができます（確認用のチェック等、改めて入
力が必要になる項目は自動引用されません）。
→難病指定医療機関では「更新申請」「変更届出」「辞退申出」を行う場

合に使用します。
難病指定医では「更新申請」「変更届出（病院が変更され、過去データ
を引継ぐことができない場合を除く）」「辞退申出」を行う時に使用し
ます。

※過去申請データの紐付けができていないと情報が確認できませんので、
ご注意ください。

※過去データを引用する際は、最新の申請を選択してください。
※複数の医療機関等の情報を一括で管理する場合は、該当する医療機関等

とは別の医療機関等の過去申請を選択しないようご注意ください。

「新規申請」：空白の申請書に必要事項を入力します。
→基本は、「難病指定医療機関 新規申請」「難病指定医 新規申請」を

行う場合に使用します。
また、難病指定医が所属病院を変更し、「変更届出」を提出する際に、
病院が異なることで過去の申請データを参照できない場合に使用します。



2 申請手続
2.2 申請書作成方法（3/6）
③ 申請書作成画面が開きます。

本システムでは、画面の左側に申請書等の様式のイメージ画像が
あり、入力は右側の枠内で行います。
入力を行うと、様式のイメージ内に入力した文字が表示されます。

赤字で「必須」と記載がある項目は入力が必要です①必須項目

入力中の項目は、赤枠で表示されます②赤枠

申請内容に応じて、記載例が表示される項目もあります③記載例

様式イメージ
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入力欄
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2 申請手続
2.2 申請書作成方法（4/6）
④ 右側入力欄の項目を確認しながら必要箇所を入力します。

項目に「必須」と示された部分は必ず入力等が必要になり、入力
等が行われていないと申請できませんので、ご注意ください。

また、難病指定医療機関の申請では資料を添付する項目もあります。
※この操作の前に、予め御利用の端末に添付するデータを保存しておく必要
があります。様式は任意です。PDFやWord文書、Excel、jpg等のデータを
添付できます。
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2 申請手続
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• 2.2 申請書作成方法（5/6）
⑤申請書に入力された内容を確認し、問題がなければ画面右下
の「提出」ボタンを押下してください。「一時保存」を押下し
て後で提出することも可能です。

※提出前には、入力間違いがないよう改めて御確認ください。

⑥表示される「申請」ボタンを押下してください。

※下記のような申請エラーが表示された場合は、該当項目を確認して訂
正の上、再度「提出」→「申請」ボタンを押下してください。



2 申請手続
2.2 申請書作成方法（6/6）

※手続の完了後（申請の承認後）も、同様にお知らせメールが届きます。
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⑦「申請を受け付けました」というメッセージが表示されれば
申請完了です。「閉じる」を押すと申請画面に戻ります。

⑧申請書を提出すると、ユーザー登録したメールアドレスに、
申請が提出されたことをお知らせするメールが届きます。



2 申請手続
2.3 申請書の一時保存（1/2）
① 途中まで作成した申請書を一時保存したい時は、申請書作成画面

で、右上の「一時保存」をクリックします。

② 一時保存完了画面が表示されたら「閉じる」をクリックします。

③ 一時保存した申請書はホーム画面の「手続き中申請」で確認可
能です。（申請ステータスは「入力中」と表示されます。）

10



2 申請手続
2.3 申請書の一時保存（2/2）

④ 一時保存した申請書から手続を再開するには、ホーム画面の
「手続き中申請」から該当手続の「申請管理番号」をクリック
します。 （申請ステータスは「入力中」と表示されています。）

⑤ 一次保存した内容で申請手続画面が表示されます。
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2 申請手続

① 申請書を作成します。（「入力内容PDF」のボタンはグレー文字に
なっています。）

例）難病指定医療機関 新規申請書

② 必要事項を入力し画面右上の「一時保存」ボタンをクリックしま
す。

申請書を一時保存した後に、申請書の内容をPDFでダウンロードで
きます。提出前に社内確認したい場合などにご利用ください。

2.4.1 申請書提出前のPDFダウンロード（1/4）
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2 申請手続

③ 「一時保存完了」のメッセージが表示されたら、「閉じる」ボタ
ンをクリックします

2.4.1 申請書提出前のPDFダウンロード（2/4）

④画面左上にある「ホーム」をクリックします。

⑤ ホーム画面の「手続き中申請」から一次保存した手続の「詳
細」ボタンをクリックします。 （申請ステータスは「入力中」と表
示されています。）
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2 申請手続

⑥ 画面右上の「入力内容PDF」ボタンの文字が青くなり、クリック
できるようになっています。

2.4.1 申請書提出前のPDFダウンロード（3/4）

⑦ 「入力内容PDF」ボタンをクリックすると自動的にPDFファイル
のダウンロードが開始されます。
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2 申請手続

⑧ PDFファイルはパソコン内のダウンロードフォルダ、または指定
したフォルダに保存されます。

2.4.1 申請書提出前のPDFダウンロード（4/4）

⑨ ダウンロードしたPDFの中身の確認を行います。

中略
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2 申請手続

② ダウンロードしたい申請書の「詳細」ボタンをクリックします。

例）難病指定医療機関 新規申請

申請書を提出した後に、申請書の内容をPDFでダウンロードできま
す。

2.4.2 申請書提出後のPDFダウンロード（1/2）
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①ホーム画面上部に手続き中申請一覧が表示されている場合は、＜
過去の申請一覧に表示を切り替える（クリック）＞をクリックし、
過去の申請一覧を表示させます。



2 申請手続

④ PDFファイルはパソコン内のダウンロードフォルダ、または指定
したフォルダに保存されます。

2.4.2 申請書提出後のPDFダウンロード（2/2）

⑤ ダウンロードしたPDFの中身の確認を行います。
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③ 「入力内容PDF」ボタンをクリックすると、自動的にダウンロー
ドが開始されます。

中略



2 申請手続

① 手続が完了した申請は画面上部の「過去のあなたの申請」をク
リックすると表示されます。ダウンロードしたい指定書PDFの申
請管理番号を選択します。

② 画面右上の「通知書PDF」ボタンをクリックすると、ダウンロー
ドが開始されます。

申請手続が完了した後（申請の承認後）に、指定書の内容をPDFでダ
ウンロードできます。（指定書の送付がない手続を除きます。）

2.6 指定書のPDFダウンロード（1/2）
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2 申請手続

③ PDFファイルはパソコン内のダウンロードフォルダ、または指定
したフォルダ※に保存されます。

2.5 指定書のPDFダウンロード（2/2）

④ ダウンロードしたPDFの中身の確認を行います。

※ダウンロード先は、お使いのパソコン環境によって異なります。

中略
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